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令和２年３月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和２年３月２７日（金曜日）議事開始 午前８時５７分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出 席 委 員  

【農業委員】 谷口 克美  尾山 實文  田上 みゆき 竹下 助範   

       稲田  優  下原 小枝子 栗下 章二 岩屋 美智子   

       田中 雄策   

【推進委員】 山口 長徳  川口 三雄  伊地知トシ子 高谷 千代子  

       増田 賢造  溝添 トミ子 吉留 律子  杉元 義男   

       宮田 吉人  津口 えりこ 山之内 秀樹 上畠  勝   

       赤川 リク子 永前 茂則  福迫 久利  中津 ゆみ子  

       園田 義保 

欠 席 委 員   

【農業委員】   田方 説夫 

【推進委員】   宮原 美實   

事務局職員   

事務局長  吉留 伸也     事務局長補佐  鳥澤 庄司 

      農地調整係長 川上 大輔    農地調整係主任主事 松下 理恵 

      農地調整係主事 池田 哲也   農地調整係主事 加藤 雅也 

 

 

 



 2 

議   題  

    報告第２５号 農地等の合意解約について 

    報告第２６号 農用地利用配分計画について 

    報告第２７号 議案の錯誤について 

    議案第６５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第６６号 農地法第３条の規定による別段面積（下限面積）の 

           設定について 

    議案第６７号 農用地利用集積計画について 

    議案第６８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第６９号 非農地証明願いについて 

    議案第７０号 耕作放棄地の非農地判断について 

    議案第７１号 農地利用最適化推進委員の辞任について 
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事務局長  それではただいまから令和２年３月定例農業委員会総会を開催いた 

     します。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。ご着 

     席ください。 

谷口会長  【あいさつ・・・・】 

谷口議長  次ぎに委員の出席状況を報告いたします。田方委員から欠席する旨、 

     届出がありました。また、宮原委員は欠席となりますので報告します。 

      よって、ただ今の出席者は２６人で定足数に達しております。 

谷口議長  これより会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、尾山委 

     員と竹下委員を指名いたします。それでは、ただ今から今月の議事に入り 

     ます｡報告第２５号から報告第２７号及び議案第６５号から議案第７１号 

     までを一括議題といたします。事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長  （議案朗読） 

谷口議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。まず、 

     報告第２５号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお願いしま 

     す。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   報告第２５号についてご説明いたします。今月の合意解約件数は２２件 

     でございます。議案書２ページをご覧ください。 

      令和２年３月分の合意解約一覧につきましては、ご覧のとおりでござい 

     ます。今月の総会案件と関連がないものについて順番にご説明いたします。 

      まず、整理番号１番から３番については、農地中間管理事業での貸借に 

     移行するため解約するものです。 

      整理番号４番については、贈与税の納税猶予制度の適用を受け、所有者 

     が耕作するため解約するものです。 

      整理番号６番については、担い手変更のため解約するものです。 

      整理番号７番及び８番については、所有者が耕作するため、解約する 

     ものです。 
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      整理番号９番及び１０番については、別の担い手に売買するため解約 

     するものです。 

      整理番号１１番から１３番については、担い手変更のため解約するもの 

     です。 

      整理番号１４番については、所有者による所有地の整理のため、貸借を 

     解約するものです。解約後の貸借等については一旦検討するとの事です。 

      整理番号１７番及び１８番については、別の担い手に貸借するため解約 

     するものです。 

      整理番号２０番及び２１番については、親子での生前贈与を行うため、 

     解約するものです。以上、ご報告いたします。 

谷口議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質問がないようですので、次に報告第２６号「農用地利用配分計画に 

     ついて」事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   報告第２６号「農用地利用配分計画について」ご報告いたします。３ 

     ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、令和元年 

     度１月総会で委員の皆様に審議して頂いた案件であり、令和２年３月１日 

     付けで県知事より許可が下りた案件をご報告するものでございます。内訳 

     としましては４件の１０筆、９，０９０㎡となっております。詳細につき 

     ましては、４ページ記載のとおりです。以上、ご報告いたします。 

谷口議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質問がないようですので、次に報告第２７号「議案の錯誤について」事務 

     局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 
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事務局   報告第２７号「議案の錯誤」についてご説明します。６ページをご覧くだ 

     さい。大変申し訳ありませんが、説明の前に議案の修正をお願いいたし 

     ます。６ページの変更後と記載されている土地の表示のところで大字○○ 

     が１筆だけ抜けていましたので追記をお願いいたします。誠に申し訳あり 

     ませんでした。それでは説明いたします。今回の修正につきましては、令 

     和２年２月総会議案第５９号整理番号１番について、申請地と面積の表示 

     に誤りがあったため、修正して報告するものです。修正後の内容につきま 

     しては、場所が大字○○、畑３筆、９，５５８㎡を畜舎用地として申請 

     するものです。その他の申請内容につきましては、変更はございません。 

     以上、ご報告いたします。 

谷口議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質問がないようですので、以上で報告を終わります。次に、議案第６５号 

     「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。事 

     務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   議案第６５号についてご説明いたします。議案説明に入る前に、一部 

     取り下げがありましたので、ご報告いたします。1３ページ及び１４ページ 

     をご覧ください。所有権移転整理番号６番の贈与についてですが、一部、 

     中間管理事業での貸借が入っており、先に解約をする必要があるため、 

     取り下げになりました。今後、中間管理事業の貸借が解約完了でき次第、 

     総会に諮る予定です。よって、今月の許可申請件数は１４件となります 

     ので、修正をお願い致します。 

      それでは、議案の説明に戻ります。７ページをご覧ください。今月の許 

     可申請件数は、所有権移転６件、貸借８件、合計１４件です。申請人の住 

     所・氏名は省略して、申請内容については概略ご説明いたします。まず 
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     所有権移転からご説明いたします。１０ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田７筆、畑３筆、計１０筆、２６，１７７㎡の贈与です。 

     １１ページをご覧ください。 

      整理番号２番、田３筆、４，２６２㎡の売買です。価格は１０アール 

     あたり○○円です。 

      整理番号３番、畑１筆、１６７㎡の贈与です。１３ページをご覧くださ 

     い。 

      整理番号４番、田４筆、畑２筆、計６筆、１０，２８４㎡の贈与です。 

      整理番号５番、田１筆、２，０９２㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。こちらは高谷委員の掘り起こしです。 

      整理番号６番については、冒頭でご説明しましたとおり、取り下げに  

     なりましたので、削除をお願いします。１５ページをご覧ください。 

      整理番号７番、田１筆、６６４㎡の贈与です。こちらは、備考欄に記載 

     がありますとおり、後ほどご説明します３条貸借整理番号１番との関連で 

     ございます。権利取得後の経営面積が５，１４１㎡となります。 

      続きまして、貸借について説明いたします。１６ページをご覧ください。 

      整理番郷１番、田２筆、２，０４２㎡の使用貸借です。こちらは、備考 

     欄に記載がありますとおり、先ほどご説明しました３条所有権移転整理番 

     号７番との関連で、権利取得後の経営面積が５，１４１㎡となります。 

      整理番号２番、田１筆、１，１６１㎡の賃貸借です。借賃は年総額玄米 

     １俵です。こちらは、相続人からの申し出です。１７ページをご覧くださ 

     い。 

      整理番号３番、田１筆、３，２６０㎡の賃貸借です。借賃は年総額玄米 

     ○○俵です。こちらは、期間満了に伴う再設定となります。 

      整理番号４番、田１筆、１，０１２㎡の賃貸借です。借賃は１０アール 

     あたり○○円です。１８ページをご覧ください。 

      整理番号５番、田３筆、２，２１１㎡の賃貸借です。借賃は１０アール 

     あたり○○円です。 
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      整理番号６番、田１筆、１，３６４㎡の賃貸借です。借賃は１０アール 

     ○○円です。こちらは、相続人からの申し出です。１９ページをご覧くだ 

     さい。 

      整理番号７番、田２筆、１，０１３㎡の賃貸借です。借賃は年総額○○ 

     円です。こちらは、期間満了に伴う再設定となります。 

      整理番号８番、田１筆、２，１４７㎡の賃貸借です。借賃は年総額○○ 

     円です。こちらは、宮田委員の掘起しです。 

      以上、所有権移転６件、貸借８件、計１４件です。以上、皆様のご審議 

     方、よろしくお願いします。 

谷口議長  事務局の説明が終わりました。議案第６５号については、各担当委員が 

     現地確認等をしていただいていますが、土地の現地確認と申請人「受人」 

     の確認を別々にお願いしております。各委員から報告をしていただきま 

     す。整理番号１番の土地を田上委員に、申請人「受人」の確認を事務局に 

     お願いします 

田上委員  議長。 

谷口議長  田上委員。 

田上委員  それでは整理番号１番の申請農地、田３筆、畑７筆、計１０筆につきま 

     して、ご報告いたします。１０筆あるので大字○○字○○１４２０－１ 

     から番号を１から１０までうってください。場所がバラバラになっていて 

     説明がしにくいのでお願いします。申請農地は○○自治会内にあります。 

     基盤整備はされておりません。場所は○○を中心として、４００ｍ圏内に 

     点在しています。現況地目田については、全てイタリアンが作付けされて 

     いました。１番の農地は２月総会に議案としてでた日照があまり良くない 

     と報告した農地の西側にあります。形状は良く、日照・接道・用排水は良 

     好です。２番の農地は受人の実家の前、南側にある農地で形状も良く、日 

     照・接道・用排水は良好です。３番の農地は受人の実家の東側に位置し、 

     ９番の農地と接しており、細長い形状ですが、日照・接道・用排水は良好 

     です。４番の農地は、３枚に分かれていますが、形状は四角形で日照・接 
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     道・用排水は良好です。５番及び６番の農地は○○から南に２００ｍの 

     ところに位置し、道路を挟んで東側に５番の農地、西側に６番の農地が 

     あります。５番の農地は現在、らっきょうとにんにくが作付けされており、 

     管理及び日照・接道・排水は良好です。６番の農地は道路に西側にあり、 

     すでに耕運されており、作付けの準備もされているようでした。日照・接 

     道・排水は良好でした。７番の農地は、○○のすぐ南側に位置し、栗が植 

     栽されており、管理も良好でした。日照・接道・排水は良好でした。８番 

     の農地は、３番の農地と道路を挟んで南側にあり、形状は細長い四角形で 

     すが、日照・接道・用排水は良好でした。９番の農地は３番の農地と接し 

     ており、先ほどすでに説明しているので省略いたします。１０番の農地は 

     ２枚の水田に分かれていて、１メートルぐらい段差がありますが、日照・ 

     接道・用排水は良好でした。以上、ご報告いたします。 

谷口議長  次に事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   整理番号１番の譲受人について報告いたします。譲受人は、現在、○○ 

     市に住んでおります。以前、会社に勤めながら兼業で農業をしてしました 

     が、先日、父が亡くなったため、会社を辞めて、水稲主体の専業農家と 

     の事です。渡人との関係は、親子です。取得後も、これまで同様に水稲や、 

     露地野菜等を作っていくとの事でした。これまでも、農業に一生懸命に取 

     り組んでいるおり、地域との調和や農地の管理は何ら問題ないと判断しま 

     した。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  次に１０ページの整理番号２番から１１ページの整理番号３番の土地及 

     び申請人「受人」の確認を稲田委員にお願いします。 

稲田委員  議長。 

谷口議長  稲田委員。 

稲田委員  それでは整理番号２番及び３番につきまして、ご報告いたします。まず 

     整理番号２番からご報告いたします。申請農地は○○自治会内にあります。 
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     ○○４８５－１は、細長い長方形の水田です。他に２筆は広くて形状も 

     良い農地です。３筆とも日照・接道・用排水は良好です。続きまして、受 

     人の営農状況ですが、○○自治会内の稲作主体の兼業農家です。受人は兼 

     業農家でありますが、営農に一生懸命に取り組んでおり、所有農地の管理 

     も行き届いている事から地域との調和については、何ら問題ないと判断 

     いたしました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

      続きまして、整理番号３番について、ご報告いたします。申請農地は○ 

     ○自治会内にあります。○○川の堤防のすぐ東側にあります。狭い１枚 

     の畑でこれまでも菜園として利用されていましたが、権利取得後も菜園と 

     して、利用されるとの事でした。整理番号２番の水田を譲るので畑につい 

     ては無償で譲るとの事でした。受人は整理番号２番の受人と同一のため、 

     説明は省略いたします。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  次に整理番号４番の土地及び申請人「受人」の確認を竹下委員にお願い 

     します。 

竹下委員  議長。 

谷口議長  竹下委員。 

竹下委員  整理番号４番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。田４筆、畑が２筆となっています。畑２筆は水田とは、離れた 

     場所にあります。水田については、良く管理されており、きれいな水田 

     でした。基盤整備はされておりません。農地の形状は良く、水田に関して 

     は、周囲は水田地帯です。畑に関しては、畑と山林に囲まれているようで 

     した。日照・接道・用排水は良好です。作付け状況ですが、水田に関して 

     は水稲、畑に関しては露地野菜を作付けするとの事でした。続きまして、 

     受人の営農状況ですが、○○自治会内の稲作・露地野菜主体の兼業農家 

     です。渡人との関係は親子でございます。後継者はおります。所有農地 

     及び畦畔の管理も行き届いており、地域との調和については、何ら問題 

     ないと判断いたしました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  次に１３ページの整理番号５番の土地及び申請人「受人」の確認を高谷 
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     委員にお願いします。 

高谷委員  議長。 

谷口議長  高谷委員。 

高谷委員  整理番号５番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。周囲は基盤整備済みの水田地帯です。農地の形状は良好です。 

     現在の状況は、現在、耕運されていました。日照・接道・用排水は良好 

     です。続きまして、受人の営農状況ですが、○○自治会内の稲作主体の専 

     業農家です。後継者はおりません。権利取得後は水田として利用するとの 

     事です。所有農地及び畦畔の管理も行き届いており、地域との調和につい 

     ては、何ら問題ないと判断いたしました。皆様のご審議方、よろしくお願 

     いいたします。 

谷口議長  次に整理番号６番については、先ほど事務局から説明がありましたとお 

     り、取り下げがありましたので次に１５ページの整理番号７番及び１６ 

     ページの貸借整理番号１番番の土地及び申請人「受人」の確認を川口委員 

     にお願いします。 

川口委員  議長。 

谷口議長  川口委員。 

川口委員  それでは、まず整理番号７番について、ご報告いたします。申請農地は 

     ○○自治会内にあります。○○沿いで周囲は基盤整備済みの水田地帯です。 

     農地の現状は、畦を取っ払い、周囲の水田と一枚の田となっていました。 

     農地の形状は不整形ですが、日照・接道・用排水は良好です。続きまして、 

     受人の営農状況ですが、末永自治会内の稲作主体の兼業農家です。所有農 

     地及び畦畔の管理も行き届いており、地域との調和については、何ら問題 

     ないと判断いたしました。 

      続きまして、貸借整理番号１番について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会内にあります。周囲は山林に囲まれた迫田です。日照は良く 

     ありません。接道・用排水は良好です。受人につきましては、整理番号 

     ７番で説明していますので省略いたします。皆様のご審議方、よろしく 
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     お願いいたします。 

谷口議長  次に整理番号２番の土地及び申請人「受人」の確認を園田委員にお願い 

     します。 

園田委員  議長。 

谷口議長  園田委員。 

園田委員  整理番号２番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。基盤整備はされていません。周囲は水田地帯です。日照は良好 

     ですが、接道・用排水はやや不良です。接道は軽トラックが１台通れる 

     ぐらいしかないため、やや不良です。用排水については、硫黄山の関係で 

     ○○池の水利が完全でないため、不良と判断しました。作付け状況ですが、 

     水が確保できないという事で飼料作物か里芋を作付けするとの事でした。 

     受人の父親の代から相対で耕作されていたとの事でした。今回正式に貸借 

     するとの事でした。続きまして、受人の営農状況ですが、○○自治会内の 

     稲作・繁殖牛の兼業農家です。後継者はおります。権利取得後は水が来れ 

     ば水田として、水が来なければ畑作物を作付けするとの事でした。所有農 

     地及び畦畔の管理も行き届いており、地域との調和については、何ら問題 

     ないと判断いたしました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  次に１７ページの整理番号３番の土地及び申請人「受人」の確認を下原 

     委員にお願いします。 

下原委員  議長。 

谷口議長  下原委員。 

下原委員  整理番号３番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。基盤整備はされており、周囲は基盤整備済みの水田地帯です。 

     いません。日照・接道・用排水は良好です。現在の状況は、イタリアンが 

     作付けされていました。続きまして、受人の営農状況ですが、○○自治会 

     内の稲作・繁殖牛の複合経営の専業農家です。所有農地及び畦畔の管理も 

     行き届いており、地域との調和については、何ら問題ないと判断いたしま 

     した。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 
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谷口議長  次に整理番号４番及び５番の土地を山口委員に、申請人「受人」の確認 

     を高谷委員にお願いします。まず、山口委員にお願いします。 

山口委員  議長。 

谷口議長  山口委員。 

山口委員  それでは整理番号４番及び５番の農地について、ご報告いたします。 

     まず整理番号４番の農地について、ご報告いたします。申請農地は○○ 

     自治会内にあります。基盤整備はされており、周囲は基盤整備済みの水田 

     地帯です。形状も良く、日照・接道・用排水は良好です。 

      続きまして、整理番号５番の農地について、ご報告いたします。申請農 

     地は○○自治会内にあります。字○○の農地２筆は基盤整備済みで周囲は 

     基盤整備済みの水田地帯です。形状も良く、日照・接道・用排水は良好で 

     す。もう１筆の字○○の農地についてですが、基盤整備はされていません。 

     形状は細長く、耕作するには少し不便です。周囲は水田地帯です。日照・ 

     接道・用排水は良好です。以上、報告いたします。 

谷口議長  次に高谷委員にお願いします。 

高谷委員  議長。 

谷口議長  高谷委員。 

高谷委員  整理番号４番及び５番の受人は同じなので、まとめてご報告いたします。 

     受人の営農状況ですが、○○自治会内の稲作主体の兼業農家で後継者は 

     おります。所有農地及び畦畔の管理も行き届いており、地域での水路清掃 

     等も積極的に参加するとの事ですので地域との調和については、何ら問題 

     ないと判断いたしました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  次に１８ページの整理番号６番の土地及び申請人「受人」の確認を稲田 

     委員にお願いします。 

稲田委員  議長。 

谷口議長  稲田委員。 

稲田委員  整理番号６番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。基盤整備はされておりません。周囲は水田地帯です。日照・用 
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     排水は良好ですが、接道が無く、受人が隣接農地を耕作しているので 

     ついでに耕作して欲しいとの要望があったため、借りたとの事です。続き 

     まして、受人の営農状況ですが、○○自治会内の酪農・稲作の複合経営の 

     専業農家で後継者もおります。所有農地及び畦畔の管理も行き届いており、 

     地域との調和については、何ら問題ないと判断いたしました。皆様のご審 

     議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  次に１９ページの整理番号７番の土地を伊地知委員に、申請人「受人」 

     の確認及び整理番号８番の土地及び申請人「受人」の確認を宮田委員に 

     お願いします。まず、伊地知委員にお願いします。 

伊地知委員 議長。 

谷口議長  伊地知委員。 

伊地知委員 それでは整理番号７番の農地について、ご報告いたします。申請農地は 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされており、周囲は基盤整備済みの 

     水田地帯です。形状も良く、日照・接道・用排水は良好です。以上、ご報 

     告いたします。 

谷口議長  次に宮田委員にお願いします。 

宮田委員  議長。 

谷口議長  宮田委員。 

宮田委員  それでは整理番号７番の受人及び整理番号８番について、ご報告いたし 

     ます。まず、整理番号７番の受人について、ご報告いたします。受人の営 

     農状況ですが、○○自治会内の稲作主体の兼業農家です。渡人との関係は 

     義理の兄弟との事です。以前から相対で耕作していたとの事です。権利 

     取得後は、稲作を作付けされるとの事です。所有農地及び畦畔の管理も 

     行き届いており、地域との調和については、何ら問題ないと判断いたしま 

     した。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

      続きまして、整理番号８番について、ご報告いたします。申請農地は 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はされておらず、周囲は水田地帯です。 

     日照・接道・用排水は良好です。受人の営農状況ですが、○○自治会内の 
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     稲作と露地野菜の複合経営主の専業農家で後継者もおります。権利取得後 

     は、稲作を作付けされるとの事です。所有農地及び畦畔の管理も行き届い 

     ており、地域との調和については、何ら問題ないと判断いたしました。 

     皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説明 

     をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第６号 

     まで事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題はありません 

     でした。農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆様より事前 

     調査の報告がありましたとおりであり、地域との調和要件など問題はない 

     ということでございます。 

      従いまして、計１４件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当 

     しないため、許可要件をすべて満たしていると考えます。以上、ご報告 

     いたします。 

谷口議長  ただ今、各委員及び事務局より説明がありました。これより議案第６５ 

     号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第６５号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

谷口議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。次に、議 

     案第６６号「農地法第３条の規定による別断面積（下限面積）の設定に 

     ついて」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 
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事務局   議案６６号についてご説明いたします。農地法第３条第２項第５号に規定 

     する下限面積要件は、旧農地法では、都道府県は一律５０アールとなって 

     いましたが、農地法の平成２１年改正により、農業委員会単位で下限面積 

     の設定が可能となりました。えびの市では、市外からの移住・定住促進、 

     新規就農促進を積極的に取り組む方針であり、その一環として、新規就農 

     希望者が農地の取得の際の条件緩和策として、農地法施行規則第１７条第 

     ２項に基づく別段面積を平成２８年４月から設定し運用しているところで 

     すが、農林水産省からの「農業委員会の適正な事務実施について」の通知 

      により毎年検討することとなっております。そのため、今回議案として 

     提出いたしました。２１ページをご覧ください。 

      農業振興地域を基準にした設定案について、農業振興地域内の農用地に 

     ついては５０アール、それ以外の地域が１０アール、空き家に附属した農 

     地に限定した設定案については指定を受けた農地が１アール、これは最小 

     整数値を示すもので１アール未満を含みます。内容に関しては昨年と変更 

     ありません。以上、皆様のご審議方、よろしくお願いします。 

谷口議長  ただ今、事務局より説明がありました。これより議案第６６号の審議に入 

     ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいたし 

     ます。議案第６６号は原案の通り承認することに賛成の委員の挙手を求めま 

     す。 

      （全員挙手） 

谷口議長   全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

       それではここでしばらく休憩をいたします。 

      （１０分間休憩） 

谷口議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。次に議案第６７号「農用地利用集積 

     計画について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 
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谷口議長  事務局。 

事務局   議案第６７号「農用地利用集積計画について」ご説明いたします。１９ 

     ページをご覧ください。今月の計画件数は４９件で、内訳は、所有権移転 

     ７件、利用権設定４２件となっております。利用権設定においては、農地 

     中間管理事業が１５件となっています。申出人の住所・氏名、期間、備考 

     欄に関しましては、特記事項のみ説明し、他は省略させて頂きます。はじ 

     めに、所有権移転関係についてご説明いたします。２３ページをご覧くだ 

     さい。 

      整理番号１番、田１筆、２，０２４㎡の売買となります。価格は総額 

     ○○円です。 

      整理番号２番、田３筆、２，４５１㎡の売買となります。価格は１０ 

     アールあたり○○円です。２４ページをご覧ください。 

      整理番号３番、畑１筆、８９０㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号４番、田２筆、２，１２９㎡の売買となります。価格は総額 

     ○○円です。２５ページをご覧ください。 

      ここで誠に申し訳ありませんが、修正をお願いいたします。整理番号５ 

     番について、１筆記載漏れがございました。加筆及び修正が必要なため、 

     誠に申し訳ございませんが、差替えをお願い致します。また、加筆に伴い、 

     議案書のページにズレが発生しますので２５ページから２９ページについ 

     て、別に配布しました議案への差替えをお願いいたします。以降の整理番 

     号６、７番については内容等の修正はございません。誠に申し訳ござい 

     ませんでした。 

      それでは差し替えました整理番号５番について、ご説明いたします。 

     ２８ページをご覧ください。畑１６筆、２１，３９４㎡の贈与となります。 

     ２９ページをご覧ください。 

      整理番号６番、田２筆、１，３０５㎡の売買となります。価格は総額 

     ○○円です。中津委員の掘起しとなります。 

      整理番号７番、田１筆、５９１㎡の贈与となります。所有権移転につき 
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     ましては、以上となります。 

      続きまして、利用権設定についてご説明いたします。なお、利用権設定 

     については、借賃についての説明を省略し、特記事項のみ説明させて頂き 

     ます。３０ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田１筆、４，６１９㎡の賃貸借です。 

      整理番号２番、田２筆、９７６㎡の賃貸借です。３１ページをご覧くだ 

     さい。 

      整理番号３番、田２筆、５，２７２㎡の賃貸借です。受人は○○の認 

     定農業者です。○○での経営面積は４．８５ヘクタールです。以前から 

     貸し借りがありまして、今回、期間満了に伴う再設定となります。３２ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号４番、田３筆、３，０４６㎡の賃貸借です。 

      整理番号５番、田２筆、２，４４７㎡の賃貸借です。３３ページをご覧 

     ください。 

      整理番号６番、田１筆、１，４４７㎡の賃貸借です。３４ページをご覧 

     ください。 

      整理番号７番、畑４筆、１３，０１６㎡の使用貸借です。受人は○○の 

     認定農業者です。○○での経営面積は１０．２５ヘクタールです。農業者 

     年金の関係で貸借となりますが、関係については祖父と孫になるとの事で 

     す。 

      整理番号８番、畑１筆、２，１１９㎡の使用貸借です。受人は整理番号 

     ７番と同一で、○○の認定農業者です。こちらも農業者年金の関係で親子 

     間での貸借となります。３５ページをご覧ください。 

      整理番号９番、田３筆、８，２２０㎡の賃貸借です。 

      整理番号１０番、畑１筆、１，４３５㎡の賃貸借です。３７ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号１１番、田５筆、３，４９９㎡の賃貸借です。こちらは杉元委 

     員の掘起しとなりますので記載をお願いします。３８ページをご覧くださ 
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     い。 

      整理番号１２番、田４筆、３５２４㎡の賃貸借です。こちらも杉元委員 

     の掘起しとなりますので記載をお願いします。 

      整理番号１３番、田３筆、７，１３８㎡の賃貸借です。３９ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号１４番、田１筆、畑３筆、７，９７４㎡の賃貸借です。４１ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号１５番、畑５筆、５，３３１㎡の賃貸借です。 

      整理番号１６番、田１筆、９３５㎡の賃貸借です。４２ページをご覧 

     ください。 

      整理番号１７番、田３筆、３，１５３㎡の賃貸借です。 

      整理番号１８番、田１筆、１，４６３㎡の賃貸借です。こちらは岩屋委 

     員の掘起しとなります。４３ページをご覧ください。 

      整理番号１９番、田２筆、３，４２０㎡の賃貸借です。４５ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２０番、田６筆、畑１筆、６，３７０㎡の賃貸借です。 

      整理番号２１番、田２筆、２，３８６㎡の賃貸借です。４６ページを 

     ご覧ください。整理番号２２番から３８番は農地中間管理事業となります 

     ので、その旨の説明は省略させていただきます。 

      整理番号２２番、田１筆、１，１９２㎡の使用貸借です。４８ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２３番、田１１筆、８，２０９㎡の賃貸借です。４９ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２４番、畑１筆、９６４㎡の賃貸借です。 

      整理番号２５番、畑１筆、１，２６０㎡の賃貸借です。 

      整理番号２６番、田１筆、２，１１０㎡の使用貸借です。５０ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２７番、田４筆、５，８６９㎡の賃貸借です。５１ページを 
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     ご覧ください。 

      整理番号２８番、田２筆、１，６８０㎡の賃貸借です。 

      整理番号２９番、田２筆、１，８９４㎡の賃貸借となります。５４ペー 

     ジをご覧ください。 

      整理番号３０番、田９筆、２，７１１㎡の賃貸借となります。 

      整理番号３１番、田３筆、２，９４２㎡の賃貸借となります。５５ペー 

     ジをご覧ください。 

      整理番号３２番、田１筆、１，１９７㎡の賃貸借となります。 

      整理番号３３番、田１筆、９０２㎡の賃貸借となります。 

      整理番号３４番、田１筆、１，４８９㎡の使用貸借となります。５６ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号３５番、田２筆、１，６８６㎡の賃貸借となります。５７ペー 

     ジをご覧ください。 

      整理番号３６番、田２筆、１，６２９㎡の賃貸借となります。 

      整理番号３７番、田１筆、７７７㎡の賃貸借となります。５６ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号３８番、田３筆、２，３９１㎡の賃貸借となります。 

      整理番号３９番、田２筆、１，１９６㎡の賃貸借となります。５９ペー 

     ジをご覧ください。 

      整理番号４０番、田１筆、１，３７７㎡の賃貸借となります。６０ペー 

     ジをご覧ください。 

      整理番号４１番、田６筆、６，０１３㎡の賃貸借となります。６３ペー 

     ジをご覧ください。 

      整理番号４２番、田９筆、７，０２３㎡の賃貸借となります。 

      以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、それぞれ利用権 

     設定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作 

     業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各 

     要件を満たしていると考えます。皆様のご審議方、よろしくお願いいたし 
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     ます。 

谷口議長  ただ今、事務局の説明が終わりました。議案第６７号の審議に入ります。 

     各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

福迫委員  議長。 

谷口議長  福迫委員。 

福迫委員  ３０ページの利用権設定整理番号１番についてですが、受人の年齢が 

     ○○歳と記載されていますが、○○歳が正しいです。私と同級生になる 

     ので。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   間違っておりますので修正いたします。 

谷口議長  他に質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第６７号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

谷口議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案第 

     ６７号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。次に、 

     議案第６８号「農地法第５条の規定による許可申請について」、議案第 

     ６９号「非農地証明願いについて」、議案第７０号「耕作放棄地の非農地 

     判断について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   議案第６８号「農地法第５条の規定による許可申請について」ご説明い 

     たします。許可申請件数は４件です。申請人等の住所・氏名、立地基準に 

     ついては省略させていただきます。６５ページをお開きださい。 

      整理番号１番、場所が大字○○、畑１筆、２，７３０㎡を太陽光発電施 
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     設用地として申請するものです。権利関係は地上権設定の賃貸借です。工 

     事期間は令和２年５月１１日から１２月３１日までとなっています。事業 

     費につきましては、土地賃借料年間○○円の２０年間で○○円、土地造成 

     費○○円、建設費○○円、合計○○円を全額自己資金により対応されると 

     の事です。排水につきましては、雨水は地下浸透で処理します。 

      整理番号２番、場所が大字○○、畑１筆、５０４．５１㎡を一般個人住 

     宅用地として申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令和２ 

     年５月１日から８月３１日までとなっています。事業費につきましては、 

     土地取得費○○円、土地造成費○○円、建築費○○円、計○○円を全額融 

     資により対応するとの事です。排水につきましては、生活排水は合併浄化 

     槽で処理後、南側市道側溝へ排水します。雨水も同様です。市建設課と協 

     議済です。 

      整理番号３番、場所が大字○○、畑２筆、１，９１０㎡を太陽光発電施 

     設用地として申請するものです。今回の申請は、北側隣接地、原野１筆、 

     ７１㎡と合わせて、全体の事業計画面積は１，９８１㎡になります。権利 

     関係は地上権設定の賃貸借です。工事期間は令和２年５月１１日から７月 

     ３１日までとなっています。事業費につきまして土地賃借料が年間○○円 

     の２０年間で○○円、設備建設費が○○円、合計○○円を全額自己資金に 

     より対応されるとの事です。排水につきましては、雨水は地下浸透で処理 

     します。６６ページをご覧ください。 

      整理番号４番、場所が大字○○、田２筆、５２４㎡を一般個人住宅用地 

     として申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令和２年５月 

     １日から９月３０日までとなっています。事業費につきましては、土地 

     取得費○○円、土地造成費○○円、建築費○○円、計○○円を全額融資に 

     より対応するとの事です。排水につきましては、生活排水は合併浄化槽で 

     処理後、西側側溝へ排水します。雨水も同様です。６７ページをご覧くだ 

     さい。 

      続きまして、議案第６９号「非農地証明願いについて」ご説明いたしま 



 22 

     す。今月の証明願い件数は２件でございます。６８ぺージをご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、畑２筆、６，３５０㎡です。申請理由 

     は山林です。６９ページをご覧ください。 

      整理番号２番、場所が大字○○、田５筆、６，０１５㎡です。申請理由 

     は原野です。７０ページをご覧ください。 

      続きまして、議案第７０号「耕作放棄地の非農地判断について」ご説明 

     いたします。非農地判断件数は４件です。７１ページをご覧ください。 

      整理番号１番から３番までは場所が隣接している為、併せてご説明いた 

     します。場所が大字○○、田３筆、４，０９１㎡です。現況は原野です。 

      整理番号４番、場所が大字○○、田１筆、１，０３８㎡です。現況は原 

     野です。以上、皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  事務局の説明が終わりました。議案第６８号から第７０号については、 

     ２６日、第３小委員会で審議がされておりますので、ここで第３小委員会 

     から報告をお願いします。 

栗下第３小委員長 議長。 

谷口議長  栗下第３小委員長。 

栗下第３小委員長 それでは、第３小委員会の報告を行います。会長から招集を受けま 

     して、３月２６日に、委員９名、事務局３名の計１２名の出席のもと、第 

     ３小委員会を開催いたしました。今回の議案は、５条４件、非農地証明願 

     い２件、非農地判断４件でございます。議案ごとにご報告いたします。 

      農地法第５条の議案第６８号、整理番号１番についてご説明いたします。 

     借受人は、今回、売電事業がしたく適地を探していたところ適地をみつけ 

     たので所有者である貸渡人に相談したところ、承諾を得たので申請する 

     ものです。場所は○○地区です。○○公民館から北に約６００ｍのところ 

     に位置します。申請地の状況は、北、東、西側は山林、南側は農地に囲ま 

     れておりますが、南側農地は貸渡人所有農地であり、周辺への影響はない 

     と判断し、その他特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号２番についてご説明いたします。譲受人は今回、 
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     住宅を建築したく適地を探していたところ、適地をみつけたので所有者で 

     譲渡人に相談したところ、承諾を得たので申請するものです。場所は○○ 

     地区です。○○公民館から北に約３００ｍのところに位置します。申請地 

     の状況は、北側は宅地と山林、東、西側は宅地、南側は市道に囲まれて 

     おり、周囲に農地はない事から影響はないと判断しました。その他、特に 

     問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号３番についてご説明いたします。借受人は、今回、 

     売電事業がしたく適地を探していたところ、適地を見つけたので所有者で 

     ある貸渡人に相談したところ、承諾を得たので申請するものです。場所は 

     ○○地区です。○○公民館から南に約２００ｍのところに位置します。申 

     請地の状況は、北、南側は原野、東側は山林、西側は農地に囲まれて 

     おりますが、西側農地は貸渡人所有農地であり、周辺の農地には影響は 

     ないと判断しました。その他特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号４番についてご説明いたします。譲受人は今回、 

     住宅を建築したく適地を探していたところ、適地を見つけたので所有者で 

     譲渡人に相談したところ、承諾を得たので申請するものです。場所は○○ 

     地区です。○○から南東に約３００ｍのところに位置します。申請地の状 

     況は、北側は耕作放棄された農地と市道、東、南側は宅地、西側は水路に 

     接しており、周辺の農地には影響はないと判断しました。その他、特に 

     問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、非農地証明願い議案第６９号と耕作放棄地の非農地判断 

     議案第７０号についてご説明します。今回、非農地案件につきましては、 

     事務局が用意した、航空写真、現況写真等で判断いたしました。特に問題 

     は見当たりませんでした。 

      以上、農地法第５条申請４件、非農地証明願い２件、非農地判断４件、 

     計１０件については、慎重・審議しました結果、第３小委員会は、全会 

     一致で許可相当及び非農地としてもやむを得ないと判断いたしました。 

     皆さまにご審議をお願いしまして、第３小委員会の報告を終わります。 
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谷口議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   判断根拠をご説明いたします。農地法第５条の規定による転用許可申請 

     において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査した結果、問題 

     ございませんでした。立地基準につきましても小委員長報告にありました 

     とおり問題ないとのことでございます。また、非農地証明願いについて、 

     県が示す証明書交付手続き要領及び市農業委員会非農地判定に係る取扱基 

     準に合致していると判断いたします。また、非農地判断につきましては 

     市農業委員会非農地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたします。 

     よりまして、今月の議案第６８号から第７０号の計１０件につきましては、 

     転用許可基準及び、非農地判断基準を全て満たしていると判断いたします。 

     以上でございます。 

谷口議長  ただ今、第３小委員長報告及び事務局の説明がありました。これより審 

     議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

増田委員  議長。 

谷口議長  増田委員。 

増田委員  ６５ページの議案６８号整理番号１番について、場所の確認をいたし 

     ます。申請地は○○の奥の方ですか。 

栗下第３小委員長 議長。 

谷口議長  栗下第３小委員長。 

栗下第３小委員長 はい、そのとおりです。 

増田委員  議長。 

谷口議長  増田委員。 

増田委員  ここの西側は大崩落をしていますが、どうでしょうか。 

谷口議長  西側部分は山林なので確認はしていません。 

増田委員  申請地の雨水は、申請地内で処理するのでしょうか。 

谷口議長  畑なのでそうなると思います。 
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増田委員  接続している道路の排水路には、流さないという事でしょうか。 

谷口議長  そうなると思います。 

増田委員  西側は大崩落しているので関係はないでしょうが、雨水が流れ込めば 

     崩落しないと言えないのでお聞きしました。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   雨水については、地下浸透させて処理する計画です。昨日、第３小委員 

     会で現地調査しましたが、西側の山林の大崩落部分は見ていないところ 

     です。雨水などの排水については、地下浸透させて処理するので問題ない 

     と考えます。 

増田委員  議長。 

谷口議長  増田委員。 

増田委員  申請には問題はないと思いますが、西側部分が大崩落していたので 

     お聞きしたところです。できるならば、崩落した部分には、雨水を流さな 

     いで欲しいと思ったのでお聞きしました。 

事務局   議長。 

谷口議長  事務局。 

事務局   畑が現況１枚ですが、筆が３筆になります。その１番北側の山林に近い 

     部分を転用申請されますが、残り２筆は畑で残ります。 

増田委員  議長。 

谷口議長  増田委員。 

増田委員  一番の奥の部分だけという事ですね。 

谷口議長  面積で言えば３分の１だけです。。 

栗下第３小委員長 議長。 

谷口議長  栗下第３小委員長。 

栗下第３小委員長 畑の部分は今までも雨水は地下浸透させていた訳ですので、今回 

     その一部分が転用されるだけなので雨水については、問題ないと判断しま 

     した。 
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谷口議長  ソーラーの事業計画者に対して、雨水の処理について事務局から指導を 

     するという事でよろしいでしょうか。 

増田委員  はい、よろしくお願いします。 

谷口議長  他に質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。議案第６８ 

     号から第７０号に対する第３小委員長の報告は許可相当であります。また、 

     事務局の判断も許可相当であります。お諮りいたします。議案第６８号 

     から第７０号は、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めま 

     す。 

      （全員挙手） 

谷口議長  全員賛成と認めます。議案第６８号は原案のとおり、許可相当として 

     知事に意見書を送付いたします。また、議案第６９号及び第７０号は、 

     お諮りのとおり決定いたします。次に議案第７１号「農地利用最適化推進 

     委員の辞任について」を議題といたします。事務局から説明をお願いしま 

     す。 

事務局   議長。 

谷口議長   事務局。 

事務局   議案７１号についてご説明いたします。農地利用最適化推進委員である 

     ○○委員が在任中に死去されました。死去された事を受けまして、農業委 

     員会等に関する法律第２３条に「推進委員は、正当な事由があるときは、 

     農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。」と規定され 

     ております。死去された事が第２３条に規定される正当な事由に該当する 

     と県農業会議に確認済みでございますので、辞任についての議案を今回 

     提出しだいです。委員が１名欠員となりますが、残り任期が７月２６日 

     とわずかなので、現体制のままでいく考えでございます。農地法３条の許 

     可申請に伴う現地調査の必要が生じた場合は、隣接の担当地区の委員に 

     お願いする事となりますのでよろしくお願いいたします。以上、皆様の 
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     ご審議方、よろしくお願いいたします。 

谷口議長  ただ今、事務局より説明がありました。これより議案第７１号の審議に 

     入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

谷口議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第７１号は原案のとおり同意することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

谷口議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

      以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

           終了時間 午前１０時５０分 


